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規 則

高知県附属機関の委員等の報酬に関する規則の一部を改正する

規則をここに公布する。

令和 7年 2月12日

高知県知事　濵田　省司

高知県規則第 5号

高知県附属機関の委員等の報酬に関する規則の一部を改

正する規則

高知県附属機関の委員等の報酬に関する規則（昭和43年高知県

規則第 8号）の一部を次のように改正する。

別表中

告 示

高知県告示第77号

次の保安林を解除したので、森林法（昭和26年法律第249号）

第33条第 6 項において準用する同条第 1 項の規定により告示す

る。

令和 7年 2月12日

高知県知事　濵田　省司

1　解除に係る保安林の所在場所

幡多郡黒潮町蜷川字石垣3909の 1 （次の図に示す部分に限

る。）、3909の20

2　保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

3　解除の理由

一般送配電事業用地とするため

（「次の図」は、省略し、その図面を高知県林業振興・環境部

治山林道課及び黒潮町役場に備え置いて縦覧に供する。）

高知県告示第78号

幡多郡黒潮町入野の一部地区における地籍調査の成果は、国土

調査法（昭和26年法律第180号）第19条第 2 項の規定により国土

調査の成果として認証したので、同条第 4項の規定により次のと

おり告示する。

令和 7年 2月12日

高知県知事　濵田　省司

1　調査を行った者の名称

黒潮町

2　調査を行った地域及び時期

幡多郡黒潮町入野の一部

平成23年度から平成24年度まで

3　成果の名称

黒潮町地籍図及び地籍簿

4　認証年月日

令和 7年 2月12日

高知県告示第79号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 1 項の規定により、

道路の区域を次のとおり変更する。

その関係図面は、令和 7年 2月12日から 2週間高知県土木部道

路課及び高知県安芸土木事務所において一般の縦覧に供する。

令和 7年 2月12日

高知県知事　濵田　省司

1　道路の種類　県道

2　路　線　名　安田東洋

3　道路の区域

区 　　　 　間
延　　　　長

（メートル）

敷地の幅員

（メートル）

変更前

後の別

安芸郡馬路村馬路字

平野885番 1から

安芸郡馬路村馬路字

門屋898番 1まで

〜 190前

〜 190後

5.7

16.9

8.8

65.7

県営住宅入居者選考基準等審査委員会委員

県営住宅入居者選考基準等審査委員会委員

教育職員免許状再授与審査会委員

「

「

を

」

」

に改める。

附　則

この規則は、公布の日から施行する。

目次中◎印のあるものは、高知県法規集に登載するものです。
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選挙管理委員会告示

高知県選挙管理委員会告示第 1号

政治資金規正法（昭和23年法律第194号。以下「法」という。）第 7 条第 1 項の規定による政治

団体の届出事項の異動の届出があったので、法第 7 条の 2 第 1 項の規定により次のとおり公表す

る。

令和 7年 2月12日

高知県選挙管理委員会委員長　田中　庄司

法第19条の 7第 1項第 1号に係る国会議員関係政治団体

法第19条の 7第 1項第 2号に係る国会議員関係政治団体

名称

（代表者の氏名）

皇紀二千七百年党

（廣田　晋一郎）

名称

（代表者の氏名）

山本有二後援会

（松尾　政顕）

異動事項

国会議員関

係政治団体

の区分

公職の種類

（第 1号）

異動事項

国会議員関

係政治団体

の区分

公職の種類

（第 2号）

異動年

月日

令 6・

12・25

異動年

月日

令 6・

12・25

旧

法第19条の 7第 1項第 1

号に係る国会議員関係政

治団体

衆議院議員

旧

法第19条の 7第 1項第 2

号に係る国会議員関係政

治団体

衆議院議員

新

該当なし

新

該当なし

高知県選挙管理委員会告示第 2号

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第 7 条第 1 項の規定

による政治団体の届出事項の異動の届出があったので、同法第 7

条の 2第 1項の規定により次のとおり公表する。

令和 7年 2月12日

高知県選挙管理委員会委員長　田中　庄司

政党の支部（国会議員関係政治団体以外の政党の支部）

その他の政治団体（政党及び国会議員関係政治団体以外の政治

団体）

区

分

旧

新

旧

新

旧

新

旧

新

区

分

名称

（代表者の氏

名）

公明党西高知総

支部

（松浦　隆起）

公明党幡多総支

部

（野々下　昌

文）

参政党高知県支

部連合会

（田中　佳代）

参政党高知第 1

支部

（山形　大介）

名称

（代表者の氏

名）

代表者の

氏名

中田　勝

利

松浦　隆

起

異動なし

金城　幹

泰

田中　佳

代

田中　佳

代

山形　大

介

代表者の

氏名

会計責任

者の氏名

異動なし

久米　里

志

山下　幸

子

江渕　貴

子

明神　喜

代治

異動なし

会計責任

者の氏名

主たる事

務所の所

在地

土佐市高

岡 町 乙

790－190

高岡郡佐

川町西組

733

異動なし

異動なし

異動なし

主たる事

務所の所

在地

異動

年月

日

令 6

・12

・ 1

令 6

・12

・ 1

令 6

・12

・18

令 6

・12

・18

異動

年月

日
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高知県選挙管理委員会告示第 3号

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第 1 項の規定

による政治団体の解散の届出があったので、同条第 3項の規定に

より次のとおり公表する。

令和 7年 2月12日

高知県選挙管理委員会委員長　田中　庄司

その他の政治団体

旧

新

田中とおる後援

会

（林　正和）

異動なし 鈴木　達

雄

古和　光

博

異動なし 令 6

・12

・ 6

名称

溝渕孝後援会

宮地臣一後援会

代表者の氏名

宮崎　義明

宮地　臣一

解散年月日

令 6・12・13

令 5 ・12・28
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